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 墨田区手数料条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改   正   案 現       行 
  

別表 

 １・２ 〔略〕 

 ３ 建築・都市計画・土木関係 
番号 事    務 名 称 額 徴収時期 

１ 
～ 
５５
の２ 

〔略〕 

   

５５
の３ 

租税特別措置法（昭和
３２年法律第２６号）
第２８条の４第３項第
５号イ若しくは第６３
条第３項第５号イ又は
第３１条の２第２項第
１４号ハ若しくは第６
２条の３第４項第１４
号ハに規定する宅地の
造成が優良な宅地の供
給に寄与するものであ
ることについての認定
の申請に対する審査 

優良宅地造
成認定申請
手数料 

１件につき、造成宅地の面積に応
じ、次に掲げる額 
⑴ ０．１ヘクタール未満のもの 
  ８６，０００円 
⑵ ０．１ヘクタール以上０．３ 
 ヘクタール未満のもの １３０，
 ０００円 
⑶ ０．３ヘクタール以上０．６ 
 ヘクタール未満のもの １９０，
 ０００円 
⑷ ０．６ヘクタール以上１ヘク
タール未満のもの ２６０，０
００円 

⑸ １ヘクタール以上３ヘクター
ル未満のもの ３９０，０００
円 

⑹ ３ヘクタール以上６ヘクター
ル未満のもの ５１０，０００
円 

⑺ ６ヘクタール以上１０ヘクタ
ール未満のもの ６６０，００
０円 

⑻ １０ヘクタール以上のもの 
８７０，０００円 

認定申請
のとき。 

     
 
 
 

租税特別措置法第２８
条の４第３項第７号イ
又は第６３条第３項第

優良宅地造
成認定申請
手数料 

１件につき ８６，０００円 認定申請
のとき。 

別表 

 １・２ 〔略〕 

 ３ 建築・都市計画・土木関係 
番号 事    務 名 称 額 徴収時期 

１ 
～ 
５５
の２ 

〔略〕 

   

５５
の３ 

租税特別措置法（昭和
３２年法律第２６号）
第２８条の４第３項第
５号イ若しくは第６３
条第３項第５号イ若し
くは第６８条の６９第
３項第５号イ又は第３
１条の２第２項第１４
号ハ若しくは第６２条
の３第４項第１４号ハ
に規定する宅地の造成
が優良な宅地の供給に
寄与するものであるこ
とについての認定の申
請に対する審査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 

     
 
 
 

租税特別措置法第２８
条の４第３項第７号イ
又は第６３条第３項第

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 



 
 
５６ 

 
 
 
 

７号イに規定する宅地
の造成が優良な宅地の
供給に寄与するもので
あることについての認
定の申請に対する審査 
 
 

５７ 

租税特別措置法第２８
条の４第３項第６号若
しくは第６３条第３項
第６号又は第３１条の
２第２項第１５号ニ若
しくは第６２条の３第
４項第１５号ニに規定
する住宅の新築が優良
な住宅の供給に寄与す
るものであることにつ
いての認定の申請に対
する審査 

優良住宅新
築認定申請
手数料 

１件につき、新築住宅の床面積の
合計に応じ、次に掲げる額 
⑴ １００平方メートル以下のも
の ６，２００円 

⑵ １００平方メートルを超え、
５００平方メートル以下のもの 

  ８，６００円 
⑶ ５００平方メートルを超え、
２，０００平方メートル以下の
もの １３，０００円 

⑷ ２，０００平方メートルを超
え、１０，０００平方メートル
以下のもの ３５，０００円 

⑸ １０，０００平方メートルを
超え、５０，０００平方メート
ル以下のもの ４３，０００円 

⑹ ５０，０００平方メートルを
超えるもの ５８，０００円 

認定申請
のとき。 

     

５８ 

租税特別措置法第２８
条の４第３項第７号ロ
若しくは第６３条第３
項第７号ロ又は第３１
条の２第２項第１５号
ニ若しくは第６２条の
３第４項第１５号ニに
規定する住宅の新築が
優良な住宅の供給に寄
与するものであること
についての認定の申請
に対する審査 

優良住宅新
築認定申請
手数料 

１件につき、新築住宅の床面積の
合計に応じ、次に掲げる額 
⑴ １００平方メートル以下のも
の ６，２００円 

⑵ １００平方メートルを超え、
５００平方メートル以下のもの 

  ８，６００円 
⑶ ５００平方メートルを超え、
２，０００平方メートル以下の
もの １３，０００円 

⑷ ２，０００平方メートルを超
え、１０，０００平方メートル
以下のもの ３５，０００円 

⑸ １０，０００平方メートルを
超えるもの ４３，０００円 

認定申請
のとき。 

       
５９ 

 
 
５６ 

 
 
 
 

７号イ若しくは第６８
条の６９第３項第７号
イに規定する宅地の造
成が優良な宅地の供給
に寄与するものである
ことについての認定の
申請に対する審査 

５７ 

租税特別措置法第２８
条の４第３項第６号若
しくは第６３条第３項
第６号若しくは第６８
条の６９第３項第６号
又は第３１条の２第２
項第１５号ニ若しくは
第６２条の３第４項第
１５号ニに規定する住
宅の新築が優良な住宅
の供給に寄与するもの
であることについての
認定の申請に対する審
査 
 
 
 
 

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 

     

５８ 

租税特別措置法第２８
条の４第３項第７号ロ
若しくは第６３条第３
項第７号ロ若しくは第
６８条の６９第３項第
７号ロ又は第３１条の
２第２項第１５号ニ若
しくは第６２条の３第
４項第１５号ニに規定
する住宅の新築が優良
な住宅の供給に寄与す
るものであることにつ
いての認定の申請に対
する審査 
 

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 

  
５９ 



～ 
６５ 

〔略〕 

６５
の２ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第１
８条第１項の規定に基
づく住宅の容積率に関
する特例の許可の申請
に対する審査 

認定長期優
良住宅建築
等計画に基
づく建築に
係る住宅の
容積率の特
例許可申請
手数料 

１件につき １６０，０００円 許可申請
のとき。 

６６
～ 
８６ 

 
〔略〕 

     
 

～ 
６５ 

〔略〕 

〔新設〕 

６６
～ 
８６ 

 
〔略〕 

     
 

          

   付 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表 ３建築・都市計画・土木関係の部５５の３の項から５８の項までの改正規定は、

令和４年４月１日から施行する。 

２ 所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）附則第１４条第２項の規定によりなおその効力を有することとされる同法

第１６条の規定による改正前の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第６８条の６９第３項第７号に規定する認定の申請に対す

る審査については、前項ただし書に規定する改正規定による改正前の別表 ３建築・都市計画・土木関係の部５６の項及び５８の項の

規定は、なおその効力を有する。 


